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国
保
加
入
者
の
休
業
時
所
得
保
障
と
し
て
の
出
産
一
時
金
、
傷
病
手
当
金
等
の
支
給
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

組
合
健
保
等
の
被
用
者
保
険
で
は
疾
病
や
出
産
に
よ
る
休
業
中
の
所
得
保
障
と
し
て
傷
病
手
当
金
や
出
産
手
当
金
の
制
度
が

あ
る
。
一
方
、
市
町
村
国
保
で
は
任
意
給
付
と
さ
れ
、
条
例
の
制
定
が
必
要
な
た
め
実
施
市
町
村
は
現
在
の
と
こ
ろ
ゼ
ロ
で
あ

る
。 

 

し
か
し
国
保
加
入
の
農
業
者
や
自
営
業
、
そ
し
て
非
正
規
雇
用
の
労
働
者
は
、
病
気
や
ケ
ガ
を
し
て
仕
事
を
休
め
ば
収
入
が

途
絶
え
、
途
端
に
生
活
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
。
被
用
者
だ
ろ
う
と
自
営
業
だ
ろ
う
と
、
仕
事
を
休
ま
ざ
る
を
得
な
い
間
の
所

得
保
障
は
不
可
欠
で
あ
る
。 

 

来
年
四
月
に
こ
ど
も
家
庭
庁
が
発
足
す
る
が
、
子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
環
境
を
整
え
る
こ
と
は
国
家
と
し
て
の
政
策
の
基

本
で
あ
り
、
働
き
方
の
態
様
に
か
か
わ
ら
ず
安
心
し
て
出
産
・
子
育
て
が
で
き
る
体
制
を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

社
会
保
険
制
度
調
査
会
に
お
け
る
議
論
の
継
承
に
つ
い
て 

 
 

昭
和
二
十
一
年
四
月
に
社
会
保
険
制
度
調
査
会
が
発
足
、
昭
和
二
十
二
年
十
月
に
出
さ
れ
た
「
社
会
保
障
制
度
要
綱
」

は
、
新
た
に
公
布
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
の
第
二
十
五
条
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
「
健
康
に
し
て
文
化
的
な
国
民
の
最
低
生
活



 

２ 

 

を
保
障
す
る
広
汎
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
」
の
必
要
性
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
休
業
時
所
得
保
障
と
し
て

の
傷
病
手
当
金
と
出
産
手
当
金
に
つ
い
て
、
「
被
用
者
」
だ
け
で
は
な
く
、
勤
労
及
び
事
業
に
よ
り
生
活
を
営
む
「
自
営

業
」
に
も
段
階
的
に
給
付
す
べ
き
こ
と
を
厚
生
大
臣
に
答
申
し
て
い
る
。 

 
 

そ
の
内
容
は
、
「
傷
病
に
対
し
て
は
療
養
の
給
付
及
び
傷
病
手
当
金
、
廃
疾
に
対
し
て
は
廃
疾
年
金
、
死
亡
に
対
し
て
は

葬
祭
料
、
寡
婦
年
金
、
孤
児
年
金
、
出
産
に
対
し
て
は
助
産
の
給
付
、
出
産
手
当
金
、
育
児
に
対
し
て
は
児
童
手
当
金
、
老

令
に
対
し
て
は
老
令
年
金
、
失
業
に
対
し
て
は
失
業
手
当
金
を
給
付
す
る
。
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

 
 

こ
の
答
申
が
出
さ
れ
た
翌
年
の
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
二
十
三
日
、
社
会
保
険
制
度
調
査
会
は
廃
止
さ
れ
、
答
申
は
七
十

余
年
経
た
現
在
も
実
現
し
て
い
な
い
。
こ
の
答
申
は
昭
和
二
十
四
年
に
発
足
し
た
社
会
保
障
制
度
審
議
会
に
ど
の
よ
う
に
継

承
さ
れ
、
現
在
の
全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
会
議
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
。 

二 

出
産
手
当
金
に
つ
い
て 

 

１ 

政
府
は
現
在
、
全
世
代
型
社
会
保
障
構
築
会
議
で
「
女
性
活
躍
」
や
「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
」
を
う
た
い
、
働
く
女
性
が

妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
に
よ
り
社
会
的
・
経
済
的
に
被
る
不
利
益
に
つ
い
て
、
よ
う
や
く
重
い
腰
を
上
げ
て
取
り
組
む
姿

勢
を
見
せ
て
い
る
。
報
道
に
よ
れ
ば
自
営
業
者
・
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
等
へ
の
育
児
期
間
中
の
給
付
金
制
度
の
創
設
や
国
民
健



 

３ 

 

康
保
険
加
入
者
の
、
出
産
前
後
の
四
か
月
分
の
保
険
料
の
免
除
、
子
育
て
時
短
勤
務
者
へ
の
給
付
な
ど
を
検
討
し
て
い
る

と
さ
れ
る
。 

 
 
 

と
こ
ろ
が
、
出
産
時
の
所
得
保
障
と
し
て
の
出
産
手
当
金
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
が
な
い
。
育
児
休
業
給
付
金
に
つ
い

て
は
本
年
の
通
常
国
会
で
成
立
し
た
改
正
雇
用
保
険
法
の
質
疑
に
お
い
て
も
、
「
子
育
て
部
門
と
連
携
し
、
子
育
て
制
度

全
体
の
中
で
検
討
す
る
」
と
い
う
旨
の
大
臣
答
弁
が
あ
っ
た
。
雇
用
保
険
や
健
康
保
険
制
度
の
枠
内
で
の
検
討
に
と
ど
ま

ら
な
い
と
す
る
前
向
き
な
答
弁
と
し
て
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
保
加
入
者
の
出
産
手
当
金
に

つ
い
て
も
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

 

２ 

令
和
三
年
五
月
二
十
日
、
参
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
の
榎
本
大
臣
官
房
審
議
官
は
、
国
保
で
任
意

給
付
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
出
産
手
当
金
を
全
国
統
一
の
制
度
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
保
に
は
様
々
な
就
業
形
態

の
者
が
加
入
し
て
い
る
た
め
、
妥
当
な
支
給
額
の
算
出
が
難
し
い
と
い
う
趣
旨
の
答
弁
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
年
の

所
得
を
基
準
に
算
出
す
る
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
検
討
し
、
全
国
ど
こ
に
住
ん
で
い
て
も
統
一
の
制
度
と
し
て
、
国
庫

か
ら
財
政
支
出
す
べ
き
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
如
何
。 

三 

傷
病
手
当
金
に
つ
い
て 



 

４ 

 

 
１ 

傷
病
手
当
金
の
支
給
に
つ
い
て
は
出
産
手
当
金
同
様
、
市
町
村
の
条
例
や
規
約
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い

る
が
、
一
昨
年
一
月
よ
り
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
し
て
、
感
染
拡
大
防
止
を
目
的
と
し
て
、
保
険
者
が
傷

病
手
当
金
を
支
給
す
る
場
合
に
、
支
給
額
全
額
に
つ
い
て
国
が
特
例
的
に
財
政
支
援
を
行
う
」
仕
組
み
（
以
下
「
コ
ロ
ナ

特
例
」
）
が
創
設
さ
れ
た
。 

 
 
 

し
か
し
、
対
象
者
は
「
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
被
用
者
の
う
ち
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
し

た
者
、
又
は
発
熱
等
の
症
状
が
あ
り
感
染
が
疑
わ
れ
、
療
養
の
た
め
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
」
と
さ
れ

て
い
る
。
な
ぜ
「
被
用
者
」
だ
け
な
の
か
。
目
的
が
「
感
染
拡
大
防
止
」
で
あ
る
な
ら
、
被
用
者
で
あ
っ
て
も
自
営
業
者

で
あ
っ
て
も
等
し
く
感
染
症
に
罹
患
す
る
の
で
あ
り
、
対
象
を
被
用
者
の
み
と
す
る
こ
と
に
は
納
得
で
き
な
い
。
合
理
的

理
由
を
述
べ
ら
れ
た
い
。 

 

２ 

「
コ
ロ
ナ
特
例
」
に
よ
る
傷
病
手
当
金
の
支
給
目
的
は
感
染
拡
大
防
止
で
あ
り
、
い
わ
ば
社
会
防
衛
の
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
や
む
を
得
ず
休
業
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
の
所
得
保
障
は
、
憲
法
第
二
十
五
条
「
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度

の
生
活
」
を
保
障
す
る
た
め
に
必
要
な
制
度
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

現
在
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
感
染
症
の
渦
中
に
あ
り
、
今
後
も
新
た
な
感
染
症
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
今
日
、



 

５ 

 

社
会
保
障
制
度
の
一
環
と
し
て
国
保
加
入
者
の
傷
病
手
当
金
制
度
を
確
立
す
べ
き
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
は
如
何
。 

 

右
質
問
す
る
。 


